
日時：令和８年２月９日（月）１３時３０分～１５時３０分（受付：１３時１０分～） 

場所：船橋市保健福祉センター３階 健康診査室（船橋市北本町１－１６－５５） 

定員：先着２０名 （６日１７時まで受付）※事前に電話による申し込みが必要です。 

対象：①、②の条件を満たす方 ①ご本人もしくはご家族が船橋市在住 

               ②ご本人のアルコール問題で悩むご家族 

内容：▷「アルコール問題に対する家族の対応方法、病院での治療について」 

講師：健仁会 船橋北病院  川上 史子 看護師 

▷「当事者家族からの体験談を聞いてみましょう」 

担当：千葉県断酒連合会「菜の花会」、家族の回復ステップ１２ 

 

 
 

 

 

 

アルコールの問題は、周囲の人を巻き込み、家族間のコミュニケーションにも 

影響が出てきます。 

ご家族ができる対応を考え、ご家族自身も元気に過ごしていけるように、一緒

に学びませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※精神障害にも対応した地域包括ケアシステムとは・・・ 

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らせるよう、保健、医療、福祉、社会参加や地域の助け合い、 

普及啓発などが包括的に確保された体制 

＊申込・問い合わせ先＊ 

船橋市保健所保健総務課精神保健福祉係 

TEL ０４７（４０９）２８５９ 

船橋市精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業 

家族のための学習会 

～アルコールの問題で悩んでいませんか～ 


